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表紙

第63回定時株主総会

招 集 ご 通 知
2026年６月25日（木曜日）午前10時

（開場時間 午前９時）
新潟県新潟市南区北田中780番地６
本社会議室
◎会場についての詳細は、末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。
◎株主総会にご出席の株主様へのお土産はご用意しておりませんので、何卒ご理解くださいますようお願い申しあげます。

目　次
第63回定時株主総会招集ご通知　…………………… 1
株主総会参考書類

第１号議案 剰余金の処分の件　………………… 6
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を

除く。）６名選任の件　…………… 7

第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を
除く。）の報酬額改定の件　……… 12

第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を
除く。）に対する譲渡制限付株式の
付与のための報酬決定の件　………

13

提供書面
事業報告　……………………………………………… 17
計算書類　……………………………………………… 31
計算書類に係る会計監査報告　……………………… 34
監査等委員会の監査報告　…………………………… 37
　

当日ご出席の際は、資源節約のため、本招集
ご通知をご持参くださいますようお願い申し
あげます。

　

証券コード：5951
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株主各位

証券コード:5951
2 0 2 6 年 ６ 月 ４ 日

株 主 各 位
新潟県新潟市南区北田中780番地６

代表取締役
社　　　長 吉 井 　 唯

　当社ウェブサイト　https://www.dainichi-net.co.jp/
（上記ウェブサイトにアクセスいただき、メニューより「株主・投資
家情報」「IRライブラリ」「株主総会招集ご通知」を順に選択いただ
き、ご確認ください。）

　東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
　https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

第63回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
　さて、当社第63回定時株主総会を次のとおり開催いたしますの
で、ご案内申しあげます。

　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提
供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェ
ブサイトに掲載しておりますので、以下のウェブサイトにアクセスのうえ、ご確
認くださいますようお願い申しあげます。

　また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東
証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下よりご確認ください。

（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、
「銘柄名（会社名）」に「ダイニチ工業」または
「コード」に当社証券コード「5951」を入力・検索し、
「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある
「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）

－ 1 －
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株主各位

　当社指定の議決権行使ウェブサイト（https://soukai.mizuho-tb.co.jp/）
にアクセスしていただき、本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使
書用紙に表示された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用の
うえ、画面の案内に従って、議案に対する賛否をご入力ください。

１．日 時 2026年６月25日（木曜日）午前10時
　　　　　　　　　　　　  （開場時間 午前９時）

２．場 所 新潟県新潟市南区北田中780番地６　本社会議室
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 第63期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）事業報

告及び計算書類の内容報告の件
決 議 事 項
第１号議案
第２号議案
第３号議案
第４号議案

剰余金の処分の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限
付株式の付与のための報酬決定の件

　なお、当日のご出席に代えて、インターネットまたは書面（郵送）によって議
決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討の
うえ、2026年６月24日（水曜日）午後５時30分までに議決権を行使してくだ
さいますようお願い申しあげます。

【インターネットによる議決権行使の場合】

　インターネットによる議決権行使に際しましては、５頁の「議決権行使コード・パ
スワードを入力する方法」をご確認くださいますようお願い申しあげます。

【書面（郵送）による議決権行使の場合】
　本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示
のうえ、上記に記載の行使期限までに到着するようご返送ください。

敬　具
記

以　上

－ 2 －
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株主各位

◯当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を会場
受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。また、資源節約のため、本招集ご通知を
ご持参くださいますようお願い申しあげます。

◯本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記載し
た書面をお送りいたします。

　なお、電子提供措置事項のうち、「計算書類の個別注記表」につきましては、法令及び当社定
款第16条の規定に基づき、前記インターネット上の当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトに
掲載しておりますので、お送りする書面には記載しておりません。したがいまして、当該書面
に記載しております計算書類は、会計監査人が会計監査報告書を、監査等委員会が監査報告書
を作成するに際して監査した計算書類の一部であります。

◯電子提供措置事項に修正が生じた場合は、前記インターネット上の当社ウェブサイト及び東証
ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。

－ 3 －
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議決権行使

議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。株主総会参考書類
をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。議決
権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に
ご出席される場合

インターネットで議決権を
行使される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

議決権行使書用紙を会場受付
にご提出ください。

次ページの案内に従って、議
案の賛否をご入力ください。

議決権行使書用紙に議案に対
する賛否をご表示のうえ、ご
返送ください。

日　時 行使期限 行使期限

2026年６月25日（木曜日）
午前10時（開場時間 午前９時）

2026年６月24日（水曜日）
  午後５時30分入力完了分まで

2026年６月24日（水曜日）
 午後５時30分到着分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個 1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

こちらに議案の賛否をご記入ください。
第１、３、４号議案

◦ 賛成の場合 「賛」の欄に〇印

◦ 反対する場合 「否」の欄に〇印

第２号議案

◦ 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印

◦ 全員反対する場合 「否」の欄に〇印

◦
一部の候補者を
反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

※議決権行使書用紙はイメージです。

・インターネット及び書面（郵送）の両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる
議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより複
数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱い
いたします。

・書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表
示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

・代理人により議決権を行使される場合は、定款第18条の規定に基づき、議決権を行使する他の
株主様１名を代理人として株主総会にご出席いただけます。なお、その際は、代理権を証明す
る書面のご提出が必要となりますので、ご了承ください。

－ 4 －
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議決権行使

議決権行使コード・パスワードを
入力する方法

議決権行使
ウェブサイト https://soukai.mizuho-tb.co.jp/

みずほ信託銀行　証券代行部　インターネットヘルプダイヤル
 0120-768-524

（受付時間　年末年始を除く9：00～21：00）

インターネットによる議決権行使に関するお問い合せ

パソコンやスマートフォン、携帯電話のインターネットのご利用環境等によっては、議決権行使ウェブサイトがご
利用できない場合があります。

以降は画面の案内に従って賛否をご入力
ください。

4

議決権行使ウェブサイトにアクセスして
ください。

1

議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」をご入力ください。
3

議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。
2

「パスワード」
を入力

実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください

「登録」をクリック

「議決権行使コード」
を入力

「次へ」をクリック

※操作画面はイメージです。

「次へすすむ」をクリック

－ 5 －



2026/05/22 12:59:49 / 25299787_ダイニチ工業株式会社_招集通知_電子提供措置用

剰余金処分議案

株主総会参考書類

第１号議案 剰余金の処分の件
　剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。
期末配当に関する事項
　当社は、安定した経営基盤の確立を目指すとともに、株主の皆様に対する
利益還元を経営の重要課題の一つと位置付けております。中長期的な株主利
益の視点から、継続的な安定配当を基本としておりますが、利益水準や配当
性向も考慮してまいります。
　また、内部留保資金につきましては、研究開発、製造設備及び新規分野等
に投資を行い、株主価値の向上を目指した株主還元を行う方針であります。
　このような考えのもと、期末配当につきましては、業績及び財務状況、今
後の事業展開等を総合的に勘案したうえで、当該方針に基づき、前期末配当
より６円増配することとし、以下のとおりといたしたいと存じます。
① 配当財産の種類
　金銭といたします。

② 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額
　当社普通株式１株につき金28円といたしたいと存じます。
　なお、この場合の配当総額は453,179,300円となります。

③ 剰余金の配当が効力を生じる日
　2026年６月26日といたしたいと存じます。

－ 6 －
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取締役選任議案

候補者
番　号

ふ り が な

氏　　名 現在の当社における地位及び担当

1 よし

吉
い

井
 

　
ひさ

久
お

夫 再 任 男 性
　

代表取締役会長

２ よし

吉
い

井
 

　
 

　
ゆい

唯 再 任 男 性
　

代表取締役社長

3 の

野
ぐち

口
 

　
たけ

武
し

嗣 再 任 男 性
　

取締役
管理本部長 兼 総務部長 兼 経理部長

４ かい

海
ほ

保
 

　
まさ

雅
ひろ

裕 再 任 男 性
　

取締役
生産本部長

５ ほり

堀
え

江
 

　  
じゅん

 淳 新 任 男 性
　

執行役員
開発本部長 兼 技術開発部長

６ や

矢
はぎ

作
 

　
た

太
いち

一 新 任 男 性
　

執行役員
営業本部長

第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
　取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員
（４名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営
体制の見直しにともない取締役を２名増員し、取締役６名の選任をお願いするも
のであります。
　なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、全ての取締役候補者に
ついて適任であると判断しております。
　取締役の候補者は、次のとおりであります。

－ 7 －
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取締役選任議案

候補者
番　号

ふ り が な

氏　　　　　名
（生年月日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

１

再 任 男 性

よし

吉
 

　
い

井　
ひさ

久
 

　
お

夫
（1947年１月15日生）

　

    1973年    1 月 当社入社
    1983年    3 月 当社取締役
    1987年    2 月 当社常務取締役
    1992年    2 月 当社専務取締役
    1998年    10月 当社代表取締役専務
    1999年    6 月 当社代表取締役社長
    2015年    6 月 （一財）佐々木環境技術振興財団

代表理事
    2022年    6 月 当社代表取締役会長（現在に至る）

所有する当社の株式数 570,651株
（取締役候補者とした理由）
同氏は、入社以来、開発、調達、営業部門に携わり、各部門の責任者を歴任し、当社
における豊富な業務経験と経営全般の見識を有しているため、経営の視点より意思決
定に参画し、監督できるとの判断により、取締役候補者としております。

２

再 任 男 性

よし

吉
 

　
い

井　　
 

　
ゆい

唯
（1976年４月３日生）

　

    2014年    4 月 当社入社
    2017年    6 月 当社取締役
    2018年    6 月 当社管理本部長
    2019年    6 月 当社常務取締役
    2020年    6 月 当社開発本部長
    2021年    6 月 当社代表取締役専務
    2022年    6 月 当社代表取締役社長（現在に至る）
    2022年    7 月 （一財）佐々木環境技術振興財団

代表理事
    2025年    4 月 （公財）佐々木環境技術振興財団

代表理事（現在に至る）
所有する当社の株式数 378,534株
（取締役候補者とした理由）
同氏は、大手メーカーにおいて技術系や営業系の幅広い業務に携わった後に当社に入
社し、入社後は管理、開発部門の責任者を歴任しております。これらの豊富な業務経
験と経営全般の見識を有しているため、経営の視点より意思決定に参画し、監督でき
るとの判断により、取締役候補者としております。

－ 8 －
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取締役選任議案

候補者
番　号

ふ り が な

氏　　　　　名
（生年月日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

３
再 任 男 性

の

野
 

　
ぐち

口　
たけ

武
 

　
し

嗣
（1974年９月28日生）

　

    1997年    4 月 当社入社
    1997年    4 月 当社営業部
    2014年    3 月 当社広報室長
    2018年    3 月 当社総務部長（現在に至る）
    2019年    6 月 当社取締役（現在に至る）
    2022年    6 月 当社管理本部長（現在に至る）
    2025年    9 月 当社経理部長（現在に至る）

所有する当社の株式数 78,273株
（取締役候補者とした理由）
同氏は、入社以来、営業、広報、総務、経理部門に携わり、現在は管理部門の責任者
を務めております。これらの豊富な業務経験と見識を有しているため、経営の視点よ
り意思決定に参画し、監督できるとの判断により、取締役候補者としております。

４

再 任 男 性

かい

海
 

　
ほ

保　
まさ

雅
 

　
ひろ

裕
（1978年10月４日生）

　

    2013年    2 月 当社入社
    2013年    2 月 当社システム開発室
    2015年    1 月 当社生産部
    2018年    3 月 当社生産企画部長
    2019年    6 月 当社取締役（現在に至る）
    2019年    6 月 当社生産本部長（現在に至る）

所有する当社の株式数 9,865株
（取締役候補者とした理由）
同氏は、大手メーカーにおいて技術・情報系の専門的な業務に携わった後に当社に入
社し、現在は生産部門の責任者を務めております。これらの豊富な業務経験と見識を
有しているため、経営の視点より意思決定に参画し、監督できるとの判断により、取
締役候補者としております。

５

新 任 男 性

ほり

堀
 

　
え

江　　　
じゅん

淳
（1970年６月24日生）

　

    1996年    4 月 当社入社
    1996年    4 月 当社開発部
    2018年    3 月 当社空調機開発部長
    2021年    4 月 当社執行役員（現在に至る）
    2022年    4 月 当社商品開発部長
    2026年    4 月 当社技術開発部長（現在に至る）
    2026年    4 月 当社開発本部長（現在に至る）

所有する当社の株式数 5,465株
（取締役候補者とした理由）
同氏は、入社以来、開発部門において商品開発に携わり、現在は開発部門の責任者を
務めております。当社における豊富な業務経験と開発業務全般に関する見識を有して
いるため、経営の視点より意思決定に参画し、監督できるとの判断により、取締役候
補者としております。

－ 9 －
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取締役選任議案

候補者
番　号

ふ り が な

氏　　　　　名
（生年月日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

６

新 任 男 性

や

矢
 

　
はぎ

作　
た

太
 

　
いち

一
（1975年１月28日生）

　

    1997年    4 月 当社入社
    1997年    4 月 当社営業部
    2020年    4 月 当社東日本第一営業部長
    2024年    4 月 当社執行役員（現在に至る）
    2024年    6 月 当社営業本部長（現在に至る）

所有する当社の株式数 2,479株
（取締役候補者とした理由）
同氏は、入社以来、営業部門において営業業務に携わり、現在は営業部門の責任者を
務めております。当社における豊富な業務経験と営業業務全般に関する見識を有して
いるため、経営の視点より意思決定に参画し、監督できるとの判断により、取締役候
補者としております。

（注）１. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２. 各候補者の所有する当社の株式数には、ダイニチ工業役員持株会及びダイニチ工業

従業員持株会における本人持分を含めて記載しております。

－ 10 －
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スキルマトリクス

氏　　　名 企業経営 業界知見 営業・
マーケティング 開発・製造 財務会計 人事労務 法務・

リスク管理
代表取締役会長

吉井　久夫 ● ● ● ●

代表取締役社長
吉井　　唯 ● ● ● ● ●

取締役 管理本部長
兼 総務部長 兼 経理部長

野口　武嗣
● ● ● ● ●

取締役 生産本部長
海保　雅裕 ● ●

取締役 開発本部長
兼 技術開発部長

堀江　　淳
● ●

取締役 営業本部長
矢作　太一 ● ●

取締役
[常勤監査等委員]

中村　　亨
● ● ●

社外取締役
[監査等委員]

石川　佳代
●

社外取締役
[監査等委員]

渡邉　芳明
● ●

社外取締役
[監査等委員]

田中　悠馬
● ●

【ご参考】株主総会後の取締役のスキルマトリックス
　本招集ご通知第２号議案記載の候補者を原案どおりご選任いただいた場合の
取締役会のスキルマトリックスは、以下のとおりであります。

（注）１. 中村亨氏、石川佳代氏、渡邉芳明氏及び田中悠馬氏は、第62回定時株主総会で選任
された監査等委員である取締役であります。

２. 上記一覧表は、各取締役候補者の有するすべてのスキルを表すものではありません。
３. 役付取締役は本総会後の取締役会にて、常勤監査等委員は本総会後の監査等委員会

にて決定予定であります。

－ 11 －
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取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額改定議案

第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件
　当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、「対象取締役」とい
う。）の報酬の限度額は、2015年６月25日開催の第52回定時株主総会におい
て、年額２億40百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）とご承認を
いただいております。
　今般、その後の経済情勢の変化や、経営環境の変化に伴い取締役の責務が増大
していること、また、経営体制の一層の強化をはかるため、取締役を増員するこ
とから、対象取締役の報酬額を年額３億円以内に改定いたしたいと存じます。
　なお、当該報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まな
いものといたします。
　本議案は、当社の事業規模、役員報酬体系やその支給基準、今後の動向等を総
合的に勘案し、相当であるものと判断しております。
　当社の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は、事業報告23頁～24
頁に記載のとおりでありますが、本議案及び第４号議案をご承認いただくことを
条件に、その内容を株主総会参考書類15頁～16頁に記載のとおり変更すること
を予定しております。
　なお、現在の対象取締役は４名であり、第２号議案が原案どおり承認可決され
ますと、対象取締役は６名となります。
　また、本議案については、監査等委員会において検討がなされましたが、特段
指摘すべき事項はないとの結論に至っております。

－ 12 －
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取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定議案

第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株
式の付与のための報酬決定の件

　当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、「対象取締役」とい
う。）の報酬の限度額は、第３号議案が原案どおり承認可決されますと、年額３
億円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）となります。
　今般、当社の企業価値の持続的な向上をはかるインセンティブを与えるととも
に、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、第３号議案に係
る報酬枠とは別枠にて、対象取締役に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のた
めの報酬を支給することといたしたいと存じます。
　本議案に基づき、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する
金銭報酬債権の総額は、上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、年額
３億円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）といたします。
　各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、事前に監査等委員会
の助言を得たうえで、取締役会において決定することといたします。
　なお、現在の対象取締役は４名ですが、第２号議案が原案どおり承認可決され
ますと、対象取締役は６名となります。
　当社の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は、事業報告23頁～24
頁に記載のとおりでありますが、第３号議案及び本議案をご承認いただくことを
条件に、その内容を株主総会参考書類15頁～16頁に記載のとおり変更すること
を予定しております。本制度の導入目的は、上記のとおりであり、本議案及び本
制度の内容は、当該変更後の同方針に沿って取締役の個人別の報酬等の内容を定
めるために必要かつ相当な内容となっており、また、対象取締役に１年間に発行
または処分される株式総数の発行済株式総数（2026年３月31日時点）に占める
割合は1.6％以下であります。そのため、本議案の内容は、相当であると考えて
おります。
　対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、本議案により支給される金銭報
酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、当社の普通株式について発行また
は処分を受けるものとし、これにより発行または処分をされる当社の普通株式の
総数は年300,000株以内（ただし、本議案が承認可決された日以降、当社の普通
株式の株式分割（当社の普通株式の無償割当てを含む。）または株式併合が行わ
れた場合その他譲渡制限付株式として発行または処分をされる当社の普通株式の
総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を、合理的な範囲で調整す
る。）といたします。
　なお、その１株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における
東京証券取引所における当社の普通株式の終値（同日に取引が成立していない場

－ 13 －
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取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定議案

合は、それに先立つ直近取引日の終値）を基礎として普通株式を引き受ける対象
取締役に特に有利な金額とならない範囲で、取締役会にて決定いたします。
　また、これによる当社の普通株式の発行または処分に当たっては、当社と対象
取締役との間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約（以下、「本割当契
約」という。）を締結するものといたします。

（１）譲渡制限期間
　対象取締役は、本割当契約により割当てを受けた日より１年間から30年間
までの間で当社の取締役会が定める期間（以下、「譲渡制限期間」とい
う。）、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式（以下、「本割当
株式」という。）について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはなら
ない（以下、「譲渡制限」という。）。

（２）退任時の取扱い
　対象取締役が、譲渡制限期間の間で当社の取締役会が定める役務提供期間
（以下、「役務提供予定期間」という。）が満了する前に、当社の取締役を
退任した場合、その退任につき、任期満了、死亡その他当社の取締役会が正
当と認める理由がある場合を除き、当社は、本割当株式を当然に無償で取得
する。

（３）譲渡制限の解除
　上記（１）の定めにかかわらず、当社は、対象取締役が、役務提供予定期
間中、継続して、当社の取締役の地位にあったことを条件として、本割当株
式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除す
る。ただし、当該対象取締役が、上記（２）に定める当社の取締役会が正当
と認める理由により、役務提供期間が満了する前に上記（２）に定める地位
を退任した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解
除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとする。また、この場合
において、当社は、譲渡制限期間が満了した直後の時点でなお譲渡制限が解
除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。

（４）法令違反等の場合における取扱い
　当社は、譲渡制限期間中に、対象取締役が、法令、社内規則または本割当
契約の違反その他本割当株式を無償取得することが相当である事由として当
社の取締役会で定める事由に該当した場合、本割当株式を当然に無償で取得
する。

（５）組織再編等における取扱い
　上記（１）の定めにかかわらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅

－ 14 －
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取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定議案

会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転
計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会（ただし、当該組織
再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社
の取締役会）で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、役務提
供期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的
に定める数の本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、
譲渡制限を解除する。また、この場合において、当社は、譲渡制限が解除さ
れた直後の時点でなお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償
に取得する。

（６）その他の事項
　本割当契約に関するその他の事項は、当社の取締役会において定めるもの
とする。

　なお、本割当契約に基づき対象取締役に割当てられた株式は、譲渡制限期間中
の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中
は、当社が定める証券会社に対象取締役が開設する専用口座で管理される予定で
す。
　また、本議案については、監査等委員会において検討がなされましたが、特段
指摘すべき事項はないとの結論に至っております。

【ご参考】改定後の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針

ａ. 基本方針
　当社の個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水
準とすることを基本方針とし、世間水準及び経営内容、従業員給与とのバラ
ンスを考慮し決定するものとする。具体的には、各取締役の報酬は固定報酬
としての基本報酬、業績連動報酬（賞与）、譲渡制限付株式及び退職慰労金
を支払うこととする。

ｂ. 基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
（報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。）
　基本報酬については、月例の固定報酬とし、役位、在任年数、担当職務の
職責、業務執行状況に応じて、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を
も考慮しながら総合的に勘案して決定するものとする。
　退職慰労金については、支給することが株主総会で決議された後に、内規
に従って算定し、金額、支給方法を決定し、退職時に支給するものとする。

－ 15 －
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取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定議案

ｃ. 業績連動報酬（賞与）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
（報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。）
　業績連動報酬は金銭報酬とし、役位、在任年数、担当職務の職責、業務執
行状況に応じて、当社の業績、従業員賞与の水準を考慮しながら総合的に勘
案して決定するものとする。
　業績連動報酬に係る指標は当期純利益の計上とし、毎年一定の時期に支給
するものとする。当該指標を選択した理由は、当期の業績を総合的かつ客観
的に示していると判断したためである。

ｄ. 非金銭報酬の個人別の内容及び額または数の算定方法ならびに支給時期の決
定に関する方針
　非金銭報酬は、企業価値の持続的な向上をはかるインセンティブを付与す
るとともに、株主と一層の価値共有を進めるため、譲渡制限付株式とする。
対象者は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）とし、対象取締役
は、当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込
み、当社の普通株式の発行または処分を受ける。譲渡制限付株式の付与のた
めに支給する金銭報酬債権の総額は、金銭報酬枠とは別枠にて年額３億円
（ただし、使用人分給与は含まない。）とし、発行または処分される当社の
普通株式の総数は年300,000株以内とするものとする。対象者に付与する譲
渡制限付株式の数は、役位、在任年数、担当職務の職責、業務執行状況を考
慮して決定し、原則として毎年一定の時期に交付するものとする。なお、譲
渡制限付株式の譲渡制限期間は、割当契約により割当てを受けた日より１年
間から30年間までの間で当社の取締役会が定める期間とするものとする。
ただし、対象取締役が、法令、社内規則または譲渡制限付株式割当契約の違
反その他当該株式を無償取得することが相当である事由に該当した場合、当
社は当該株式を当然に無償で取得するものとする。

ｅ. 個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
　取締役の個人別の報酬における報酬の種類別の割合については、役位、職
責、業績等を総合的に勘案し、同業種他社及び他業種同規模他社における方
針等を参考にするなどして決定するものとする。

ｆ. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
　個人別の報酬額については、事前に監査等委員会の助言を得たうえで、取
締役（監査等委員である取締役を除く。）については取締役会の決議によ
り、監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議によ
り、株主総会で決議された枠内で決定するものとする。

以　上
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当事業年度の事業の状況、直前３事業年度の財産及び損益の状況、重要な親会社及び子会社の状況

（ 2025年 4 月 1 日から
2026年 3 月31日まで ）

（提供書面）

事　 業　 報　 告

１. 会社の現況
(1) 当事業年度の事業の状況

① 事業の経過及びその成果
　当事業年度（2025年４月１日～2026年３月31日）におけるわが国
経済は、景気は緩やかに回復しているものの、中東情勢の影響を注視す
る必要がある状況となりました。
　先行きにつきましては、雇用・所得環境の改善や各種政策の効果が景
気の緩やかな回復を支えることが期待される一方、引き続き中東情勢の
影響が懸念されます。また、金融資本市場の変動の影響や米国の通商政
策をめぐる動向などに注意する必要があります。
　こうしたなかにあって当社は、市場や住環境の変化に対応した商品開
発に取り組みました。また、需要に応えるための生産活動と在庫確保、
販売チャネルの拡大に取り組みました。

〔暖房機器〕
　主力商品であります石油暖房機器では、日本国内の自社工場での生産
による迅速な商品供給力と、安心して商品をお使いいただくための品質
保証体制がお客様に評価されて業界内で確たる地位を築いております。
　当事業年度におきましては、昨年度よりご好評をいただいている「か
んたんフィルタークリーナー」搭載の２タイプを含む、家庭用石油ファ
ンヒーター全13タイプ28機種の商品を販売いたしました。
　当事業年度は、10月下旬から11月にかけて、寒気の影響により販売
が加速したものの、12月以降は気温が高めに推移し、売上は前期実績
を下回りました。
　この結果、暖房機器の売上高は、134億２百万円（前期比1.1％減）
となりました。

〔環境機器〕
　加湿器では、フィルターを左右にスライドするだけで背面エアフィル
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当事業年度の事業の状況、直前３事業年度の財産及び損益の状況、重要な親会社及び子会社の状況

ターのお掃除ができる新機能「かんたんフィルタークリーナー」を搭載
した２タイプを含む、全９タイプ25機種の商品を販売いたしました。
　当事業年度は、空気清浄機の販売が、前期にテレビ番組で紹介された
ことに伴う需要増の反動によって減少したほか、燃料電池ユニットの販
売が減少しました。一方、加湿器は、カンタン取替えトレイカバーを搭
載するなど、お手入れの利便性を重視した高単価商品の販売が伸長し、
増益に寄与いたしました。
　この結果、環境機器の売上高は、50億66百万円（前期比0.3％増）と
なりました。

〔その他〕
　その他では、日本一（※１）のバリスタ小野光氏（Brewman Tokyo
店主）に監修を依頼し、全焙煎レベルでプロが理想とする焙煎を実現し
たコーヒー豆焙煎機を発売いたしました。
　さらに、「Brewman Tokyo」小野光氏と「茶亭 羽當」天野大氏に
監修いただき、それぞれの抽出技術を徹底再現した２つの抽出モードを
搭載する本格コーヒーメーカーを発売し、コーヒー機器の販売が好調に
推移いたしました。
　このほか、ポリ袋を取り付けて使用する業界初（※２）のホルダー型
を採用し、生ごみに直接触れることなくごみ捨てができる家庭用生ごみ
乾燥機を発売いたしました。
　当事業年度は、コーヒー機器の販売が好調であったほか、加湿器のフ
ィルターの販売が大幅に伸長し、その他の売上高は、16億15百万円
（前期比24.9％増）となりました。

　以上の結果、売上高は前期並みとなったものの、高収益商品の構成比
が上昇したこと、原材料などのコスト上昇分を販売価格へ転嫁したこ
と、販売費・一般管理費を前期以下に抑えたことにより、営業利益、経
常利益、当期純利益ともに前期実績を上回りました。

　当事業年度における業績は、売上高は200億84百万円（前期比0.9％
増）、営業利益は18億13百万円（同31.3％増）、経常利益は20億81
百万円（同32.4％増）、当期純利益は15億５百万円（同29.7％増）と
なりました。
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当事業年度の事業の状況、直前３事業年度の財産及び損益の状況、重要な親会社及び子会社の状況

（注）１．コーヒー抽出の国内競技会「Japan Brewers Cup 2022」
で優勝。

２．家庭用生ごみ処理機（一般財団法人　電気安全環境研究所に
よるS-JET認証）において。2025年８月21日現在。

② 設備投資の状況
　当事業年度は、総額７億24百万円の設備投資を行いました。主なも
のは、北部工場の改修のため「建物附属設備」を取得したことや、新商
品のための「金型」を取得したことによるものであります。

③ 資金調達の状況
　当事業年度の資金調達について、その所要資金は全額自己資金により
まかないました。

（単位：百万円）

区　　　分 （ 2023年
３月期 ）
第60期

　
（ 2024年

３月期 ）
第61期

　
（ 2025年

３月期 ）
第62期

　
（ 2026年

３月期 ）
第63期(当事業年度)

　
売 上 高 21,212 19,650 19,902 20,084
経 常 利 益 1,657 1,294 1,572 2,081
当 期 純 利 益 1,210 888 1,161 1,505
１ 株 当 た り
当 期 純 利 益

円
74.77

円
54.88

円
71.74

円
93.03

総 資 産 30,255 31,183 31,910 34,241
純 資 産 26,096 27,093 27,939 29,652
１ 株 当 た り
純 資 産 額

円
1,612.35

円
1,673.99

円
1,726.29

円
1,832.12

(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況

（注）１株当たり当期純利益は期中平均発行済株式数から期中平均自己株式数を控除して、１株
　　　当たり純資産額は、期末発行済株式総数から自己株式期末保有数を控除して算出しており
　　　ます。

(3) 重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社の状況

　該当する事項はありません。
② 重要な子会社の状況

　該当する事項はありません。
③ 事業年度末日における特定完全子会社の状況

　該当する事項はありません。
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対処すべき課題、主要な事業内容、主要な営業所及び工場、使用人の状況、主要な借入先の状況、その他会社
の現況に関する重要な事項

(4) 対処すべき課題
　今後の見通しにつきましては、わが国経済は、雇用・所得環境の改善が
進む中で、各種政策の効果も下支えとなり、緩やかな回復が期待されるも
のの、中東情勢の影響には十分注意する必要があります。
　今後も、地政学的リスクに伴う原材料やエネルギー価格の高騰などが懸
念されますが、販売価格の改定や継続的なコスト削減により、既存事業の
収益性を高めるとともに、新商品への中長期的な設備投資・開発投資を行
い、資本効率の継続的な向上に取り組んでまいります。
　また、お客様から信頼され支持されることを全ての活動の基本とし、多
様化するニーズに即した商品ラインナップの拡充にも努めてまいります。
　今後とも役職員一同、業績向上に向け努力してまいりますので、株主の
皆様におかれましては、何とぞ引き続き一層のご支援ご鞭撻を賜りますよ
う、お願い申しあげます。

区 分 主 要 製 品

暖 房 機 器
石 油 暖 房 機 器
電 気 暖 房 機 器
ガ ス 暖 房 機 器

環 境 機 器
加 湿 器
空 気 清 浄 機
燃 料 電 池 ユ ニ ッ ト

そ の 他
コ ー ヒ ー 機 器
生 ご み 乾 燥 機
部 品 （ サ ー ビ ス パ ー ツ ） 他

(5) 主要な事業内容（2026年３月31日現在）
　当社は次の製品の製造、販売を行っております。

(6) 主要な営業所及び工場（2026年３月31日現在）
本社・北部工場　　新潟県新潟市南区北田中780番地６
中之口工場　　　　新潟県新潟市西蒲区
営業所
東京営業所　　　東京都千代田区
大阪営業所　　　大阪府吹田市
東北営業所　　　宮城県仙台市若林区
新潟営業所　　　新潟県新潟市南区
九州営業所　　　福岡県福岡市博多区

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数
466名 ４名減 43.1歳 20.8年

(7) 使用人の状況（2026年３月31日現在）

（注）使用人数には臨時従業員、パートタイマーは含まれておりません。

(8) 主要な借入先の状況（2026年３月31日現在）
　該当する事項はありません。

(9) その他会社の現況に関する重要な事項
　該当する事項はありません。
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株式の状況、新株予約権等の状況

(1) 発行可能株式総数 54,767,100株
(2) 発行済株式の総数 19,058,587株
(3) 株主数 5,108名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株 式 会 社 ビ ー ・ エ ッ チ 1,841,200株 11.38％

株 式 会 社 ダ イ ニ チ ビ ル 1,361,700 8.41

JEFFERIES LLC-SPEC CUST AC FBO CUSTOMER
（常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店） 975,100 6.02

株 式 会 社 第 四 北 越 銀 行 800,000 4.94

光 通 信 K K 投 資 事 業 有 限 責 任 組 合 572,800 3.54

吉 井 久 夫 570,600 3.53

吉 　 井 　 久 美 子 556,900 3.44

株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行
（ 信 託 口 ） 544,200 3.36

ダ イ ニ チ 工 業 従 業 員 持 株 会 482,396 2.98

渥 　 美 　 る み 子 391,800 2.42

２. 株式の状況（2026年３月31日現在）

(4) 大株主（上位10名）

（注）当社は自己株式を2,873,612株保有しておりますが、上記の大株主からは除外しておりま
す。なお、持株比率は発行済株式の総数から自己株式を除いて計算しております。

３. 新株予約権等の状況
　該当する事項はありません。

【ご参考】政策保有株式の保有状況
　2025年３月末時点で12銘柄保有しておりましたが、2025年度に１銘柄売
却し、2026年３月末時点では11銘柄を保有しております。
　当期末の保有金額は27億２百万円、純資産に対する政策保有株式の比率は
9.11％となっております。
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会社役員の状況

会社における
地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役会長 吉 井 久 夫

代表取締役社長 吉 井 　 唯 公益財団法人佐々木環境技術振興財団　代表理事

取 締 役 野 口 武 嗣 管理本部長 兼 総務部長 兼 経理部長

取 締 役 海 保 雅 裕 生産本部長
取 締 役
（常勤監査等委員） 中 村 　 亨

取 締 役 （ 社 外 ）
（監査等委員） 石 川 佳 代 弁護士

ひめさゆり法律事務所　代表弁護士
取 締 役 （ 社 外 ）
（監査等委員） 渡 邉 芳 明 公認会計士、税理士

渡辺税務経理事務所　代表
取 締 役 （ 社 外 ）
（監査等委員） 田 中 悠 馬 税理士

田中税務経理事務所　所長

４. 会社役員の状況
(1) 取締役の状況（2026年３月31日現在）

（注）１. 取締役（監査等委員）石川佳代氏、渡邉芳明氏及び田中悠馬氏は社外取締役でありま
す。

２. 取締役（監査等委員）石川佳代氏、渡邉芳明氏及び田中悠馬氏は、以下のとおり法
律、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
・石川佳代氏は、弁護士の資格を有しております。
・渡邉芳明氏は、公認会計士、税理士の資格を有しております。
・田中悠馬氏は、税理士の資格を有しております。

３. 当社では、常勤者を置くことにより常勤者の有する高度な情報収集力に基づく質の高
い情報収集が可能となること、内部統制システムの活用や、会計監査人及び内部統制
所管部門等との連携においても常勤の監査等委員の役割・活動が重要であることか
ら、中村亨氏を常勤の監査等委員として選定しております。

４. 当社は、取締役（監査等委員）石川佳代氏、渡邉芳明氏及び田中悠馬氏を東京証券取
引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

(2) 責任限定契約の内容の概要
　当社は、取締役（監査等委員）石川佳代氏、渡邉芳明氏及び田中悠馬氏
との間で、会社法第427条第１項及び定款の規定に基づき、同法第423条
第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定め
る最低責任限度額としております。
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会社役員の状況

(3) 取締役の報酬等
① 役員報酬等の内容の決定に関する方針

　当社は、2021年5月18日開催の取締役会において、取締役の個人別
の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
　また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等につい
て、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で
決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針
に沿うものであると判断しております。
　取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりで
あります。
ａ. 基本方針

　当社の個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適
正な水準とすることを基本方針とし、世間水準及び経営内容、従業員
給与とのバランスを考慮し決定するものとする。具体的には、各取締
役の報酬は固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬（賞与）及び退
職慰労金を支払うこととする。

ｂ. 基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
（報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。）

　基本報酬については、月例の固定報酬とし、役位、在任年数、担当
職務の職責、業務執行状況に応じて、他社水準、当社の業績、従業員
給与の水準をも考慮しながら総合的に勘案して決定するものとする。
　退職慰労金については、支給することが株主総会で決議された後
に、内規に従って算定し、金額、支給方法を決定し、退職時に支給す
るものとする。

ｃ. 業績連動報酬（賞与）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
（報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。）

　業績連動報酬は金銭報酬とし、役位、在任年数、担当職務の職責、
業務執行状況に応じて、当社の業績、従業員賞与の水準を考慮しなが
ら総合的に勘案して決定するものとする。
　業績連動報酬に係る指標は当期純利益の計上とし、事業年度末に支
給するものとする。当該指標を選択した理由は、当期の業績を総合的
かつ客観的に示していると判断したためである。
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区　　　　　分
対 象 と な る
役 員 の 員 数
（ 名 ）

報酬等の
総額

（百万円）

報 酬 等 の 種 類 別 の 総 額
（百万円）

固 定 報 酬 業績連動
報 酬

役員退職
慰 労 金

取 締 役
（監査等委員を除く） 4 179 144 12 23

取締役（監査等委員）
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

6
(5)

26
(8)

22
(7)

2
(0)

1
(0)

合　　　　　計 10 206 166 14 25

ｄ. 個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
　業績連動報酬（賞与）については、年額の基本報酬（金銭報酬）の
２割以内とする。
　なお、退職慰労金の報酬に占める割合は、その性質から定めないも
のとする。

ｅ. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
　個人別の報酬額については、事前に監査等委員会の助言を得たうえ
で、取締役（監査等委員である取締役を除く。）については取締役会
の決議により、監査等委員である取締役については監査等委員である
取締役の協議により、株主総会で決議された枠内で決定するものとす
る。

② 当事業年度に係る報酬等の総額

（注）１. 上表には、2025年６月21日に逝去により退任した取締役（監査等委員）１名及び
2025年6月26日開催の第62回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任し
た取締役（監査等委員）１名の在任中の報酬等の額が含まれております。

２. 取締役（監査等委員を除く）の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与
は含まれておりません。

３. 取締役（監査等委員を除く）の報酬限度額は、2015年６月25日開催の第52回定時
株主総会において年額２億40百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と
決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員を除く）の員
数は９名です。

４. 取締役（監査等委員）の報酬限度額は、2015年６月25日開催の第52回定時株主総
会において年額60百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の
取締役（監査等委員）の員数は３名（うち社外取締役２名）です。

５. 業績連動報酬に係る指標は当期純利益の計上であり、指標の実績は、当期純利益が
15億５百万円であります。
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会社役員の状況

区　分 氏　名
出席状況、発言状況及び社外取締役に

期待される役割に関して行った職務の概要

社外取締役
（監査等委員） 石川　佳代

　当事業年度に開催された取締役会13回の全てに出席し、監査
等委員会についても13回の全てに出席いたしました。
　同氏は弁護士として豊富な経験と幅広い見識に基づき、当社
の経営に対する実効性の高い監督等に十分な役割・責務を果た
しております。
　当事業年度においては、独立した立場から、弁護士としての
豊富な知識と経験に基づき助言・発言を行いました。

社外取締役
（監査等委員） 渡邉　芳明

　2025年6月26日就任以降、当事業年度に開催された取締役
会10回の全てに出席し、監査等委員会についても10回の全て
に出席いたしました。
　同氏は公認会計士及び税理士として豊富な経験と幅広い見識
に基づき、当社の経営に対する実効性の高い監督等に十分な役
割・責務を果たしております。
　当事業年度においては、独立した立場から、公認会計士及び
税理士としての豊富な知識と経験に基づき助言・発言を行いま
した。

(4) 社外役員に関する事項
① 他の法人等との重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・社外取締役（監査等委員）石川佳代氏は、ひめさゆり法律事務所の代表
弁護士を兼務しております。なお、当社とひめさゆり法律事務所との間
には取引関係はありません。

・社外取締役（監査等委員）渡邉芳明氏は、渡辺税務経理事務所の代表を
兼務しております。なお、当社と渡辺税務経理事務所との間には取引関
係はありません。同氏は、1998年７月に太田昭和監査法人（現　EY新
日本有限責任監査法人）を、2022年６月に高志監査法人を退職してお
ります。

・社外取締役（監査等委員）田中悠馬氏は、田中税務経理事務所の所長を
兼務しております。なお、当社と田中税務経理事務所との間には税務処
理に関する取引関係がありますが、取引金額は僅少（田中経理事務所グ
ループの連結売上高に占める比率は1％未満）であることから、独立性
に影響はないものと判断しております。

② 当事業年度における主な活動状況
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会社役員の状況

区　分 氏　名
出席状況、発言状況及び社外取締役に

期待される役割に関して行った職務の概要

社外取締役
（監査等委員） 田中　悠馬

　2025年6月26日就任以降、当事業年度に開催された取締役
会10回の全てに出席し、監査等委員会についても10回の全て
に出席いたしました。
　同氏は税理士として豊富な経験と幅広い見識に基づき、当社
の経営に対する実効性の高い監督等に十分な役割・責務を果た
しております。
　当事業年度においては、独立した立場から、税理士としての
豊富な知識と経験に基づき助言・発言を行いました。

（注）上記の取締役会の開催回数の他、会社法第370条及び当社定款第25条の規定に基づき、
取締役会決議があったものとみなす書面決議が７回ありました。
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会計監査人の状況

報酬等の額

公認会計士法（昭和23年法律第103号）第２条第１項の業務に係る報
酬等の額 29百万円

当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 29百万円

５. 会計監査人の状況
(1) 名称　　EY新日本有限責任監査法人

(2) 報酬等の額

（注）１. 監査等委員会は、監査項目別監査時間及び監査報酬の推移ならびに過年度の監査計画
と実績の状況を確認し、当事業年度の監査時間及び報酬額の妥当性を検討した結果、
会計監査人の報酬等について、会社法第399条第１項の同意を行っております。

２. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法
に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できません
ので、公認会計士法（昭和23年法律第103号）第２条第１項の業務に係る報酬等の額
にはこれらの合計額を記載しております。

(3) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必
要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任を株主総会の
会議の目的とすることといたします。
　また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当する
と認められる場合は、監査等委員の全員の同意に基づき監査等委員会が会
計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委
員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任
した旨と解任の理由を報告いたします。
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

６. 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
(1) 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要
　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体
制その他業務の適正を確保するための体制

① 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
　監査等委員会が必要とした場合、監査等委員会の職務を補助する使用人
を置くものとする。

② 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の当社の他の取締役
（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性に関する事項ならび
に監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に対する監査等委
員会の指示の実効性の確保に関する事項

　監査等委員会の職務を補助すべき使用人は業務執行に係る役職を兼務せ
ず、任命、人事異動、人事考課については事前に監査等委員会に意見を求
めることとする。

③ 取締役及び使用人等から監査等委員会への報告に関する体制
　常勤の監査等委員は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握
するため、取締役会、経営会議等の主要な会議に出席するとともに、主要
な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締
役（監査等委員である取締役を除く。）または使用人にその説明を求める
こととする。
　また、取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人は会社に
著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見した場合や、内部
公益通報者保護規程に定める通報のうち重大と判断されるものがあった場
合は、遅滞なく監査等委員会に報告することとする。

④ 監査等委員会への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利
な取り扱いを受けないことを確保するための体制

　監査等委員会規程及び内部公益通報者保護規程に基づき会社執行部門と
協力し、不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制を作る。

⑤ 監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限
る。）について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

　監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限
る。）について生ずる費用または債務については、監査等委員の請求に基
づきすべて処理するものとする。

⑥ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体
制

　監査等委員会は、会計監査人、監査室と密接に連携して、監査の結果や
指摘事項について協議及び意見交換を行うこととする。
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

⑦ 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す
るための体制

　法令及び定款に適合することを確保するために、企業倫理指針を制定し
取締役及び従業員はこれを遵守することとする。
　取締役の職務の執行状況については、取締役会は取締役会規程等に基づ
いて監督し、監査等委員会は監査等委員会監査等基準に基づいて、法令及
び定款に適合することを監査することとする。また、常勤の監査等委員は
経営会議等の主要な会議に出席し、法令及び定款に適合することをチェッ
クする。
　監査室は内部監査規程に基づいて社内各部署の業務が適正かつ有効に行
われているか監査することとする。法令違反行為の事実もしくは疑いを発
見した場合には、内部公益通報者保護規程に基づきその運用を行うことと
する。

⑧ 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　取締役の職務の執行に係る情報や文書については、法令や文書取扱規程
等の社内規程に基づき保存及び管理し、また、監査室、監査等委員会、会
計監査人の要求があった場合には、保管担当取締役は速やかに提出するこ
ととする。

⑨ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　会長、社長、業務担当取締役で構成する「経営会議」を、リスク認識・
対策検討を専管する組織として毎月１回開催し、常勤の監査等委員は定期
的に出席して、審議過程を把握するとともに意見表明することとする。そ
の下部組織として「リスク管理委員会」「システム推進委員会」「品質保
証委員会」「環境管理委員会」「安全衛生委員会」を設置し、リスク管理
活動を推進する。また、各部門の業務に関わるリスクについては、それぞ
れの部門において必要に応じ、マニュアルやガイドラインの作成、研修等
を行いリスク管理をすることとする。
　監査等委員会及び監査室は、職務権限規程等の社内規程に基づく各部門
の自律的な管理状況を監査し、その結果を社長及び取締役会に報告するこ
ととする。

⑩ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　取締役会を毎月１回以上開催し、法令で定められた事項ならびに経営の
重要事項について審議決定し、迅速な意思決定と効率的な業務執行を行う
こととする。
　業務の運営に関する実務的な協議の場として経営会議を毎月開催し、情
報交換及び職務執行の効率化に努めることとする。また、ＩＴ技術を活用
し、職務の執行を効率的に行えるようなシステムを構築し、経営環境の変
化に迅速に対応できるように努めることとする。

⑪ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための
体制

　当社には関連する企業集団はありません。
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　当社では、当事業年度（2025年４月１日から2026年３月31日まで）
において内部統制システムの基本方針に基づき以下の具体的な取り組みを
行っております。

① 主な会議の開催状況として、取締役会は13回開催され、取締役の職務
執行の適正性及び効率性を高めるために、当社と利害関係を有しない社
外取締役は、10回に３名が出席し、３回に２名が出席いたしました。
その他、監査等委員会は13回開催されました。経営会議は12回開催さ
れ常勤監査等委員は12回出席いたしました。

② 監査等委員会は監査等委員会監査等基準に基づいて監査を行うととも
に、当社代表取締役社長及び他の取締役、監査室、会計監査人との間で
意見交換会を実施し、情報交換等の連携を図っております。

③ 監査室は、内部監査年間計画に基づき、当社の各部門の業務執行の監
査、及び財務報告に係る内部統制の評価を実施いたしました。その結果
につきましては、社長、取締役会及び監査等委員会に報告いたしまし
た。
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貸借対照表

（2026年３月31日現在）

科　　目 金　　額 科　　目 金　　額
（資産の部） （負債の部）

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
電 子 記 録 債 権
売 掛 金
有 価 証 券
製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
前 払 費 用
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 両 運 搬 具
工 具 器 具 備 品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定
無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ ェ ア
そ の 他
投資その他の資産
投 資 有 価 証 券
前 払 年 金 費 用
そ の 他
貸 倒 引 当 金　

21,201,183
3,813,278
52,007

1,362,099
855,743
9,530,673
4,496,148
194,912
790,582
71,320
35,417
△1,000

13,039,997
6,743,172
3,522,132
112,548
656,697
2,604

349,510
2,086,422

2,854
10,401
26,021
19,863
6,157

6,270,804
5,319,306
888,749
63,127
△380　

流 動 負 債 3,336,433
買 掛 金 1,083,911
リ ー ス 債 務 966
未 払 金 320,775
未 払 費 用 247,478
未 払 法 人 税 等 450,985
前 受 金 52,463
預 り 金 804,496
賞 与 引 当 金 263,451
製 品 保 証 引 当 金 111,900
そ の 他 4

固 定 負 債 1,251,942
リ ー ス 債 務 2,174
繰 延 税 金 負 債 558,839
再評価に係る繰延税金負債 105,285
役 員退職慰労引当金 424,388
そ の 他 161,255

負 債 合 計 4,588,376
（純資産の部）

株 主 資 本 28,223,745
資 本 金 4,058,813
資 本 剰 余 金 4,526,575
資 本 準 備 金 4,526,572
そ の 他 資 本 剰 余 金 3
利 益 剰 余 金 21,747,603
利 益 準 備 金 231,500
そ の 他 利 益 剰 余 金 21,516,103
固定資産圧縮積立金 88,708
別 途 積 立 金 12,260,000
繰 越 利 益 剰 余 金 9,167,395

自 己 株 式 △2,109,247
評価・換算差額等 1,429,059
その他有価証券評価差額金 1,499,102
土 地 再 評 価 差 額 金 △70,043

純 資 産 合 計 29,652,804
資 産 合 計 34,241,181 負 債 純 資 産 合 計 34,241,181

貸　借　対　照　表
（単位：千円）

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損益計算書

（ 2025年 4 月 1 日から
2026年 3 月31日まで ）

科 目 金 額

売 上 高 20,084,595

売 上 原 価 13,918,766

売 上 総 利 益 6,165,829

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 4,351,922

営 業 利 益 1,813,907

営 業 外 収 益 268,718

営 業 外 費 用 1,467

経 常 利 益 2,081,158

特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益 6,620 6,620

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 46,869 46,869

税 引 前 当 期 純 利 益 2,040,909

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 467,300

法 人 税 等 調 整 額 67,904 535,204

当 期 純 利 益 1,505,704

損　益　計　算　書

（単位：千円）

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

（ 2025年 4 月 1 日から
2026年 3 月31日まで ）

 （単位：千円）

株 主 資 本

資本金

資本剰余金 利 益 剰 余 金

資本準備金 そ の 他
資 本 剰 余 金 利益準備金

そ の 他 利 益 剰 余 金

固 定 資 産 圧
縮 積 立 金

別 途
積 立 金

繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 4,058,813 4,526,572 3 231,500 88,708 12,260,000 8,017,760

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △356,070

当 期 純 利 益 1,505,704

自 己 株 式 の 取 得

株 主 資 本 以 外 の 項 目
の 当 期 変 動 額 （ 純 額 ）

当 期 変 動 額 合 計 － － － － － － 1,149,634

当 期 末 残 高 4,058,813 4,526,572 3 231,500 88,708 12,260,000 9,167,395

株主資本 評価・換算差額等
純 資 産 合 計

自己株式 株 主 資 本
合 計

その他有価証券
評 価 差 額 金

土 地 再 評 価
差 額 金

評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 △2,109,220 27,074,137 935,862 △70,043 865,819 27,939,956

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △356,070 △356,070

当 期 純 利 益 1,505,704 1,505,704

自 己 株 式 の 取 得 △27 △27 △27

株 主 資 本 以 外 の 項 目
の 当 期 変 動 額 （ 純 額 ） 563,240 － 563,240 563,240

当 期 変 動 額 合 計 △27 1,149,607 563,240 － 563,240 1,712,848

当 期 末 残 高 △2,109,247 28,223,745 1,499,102 △70,043 1,429,059 29,652,804

株主資本等変動計算書

 （注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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計算書類に係る会計監査報告

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 三 木 康 弘
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 髙 橋 　 顕

独立監査人の監査報告書
2026年５月26日

ダイニチ工業株式会社
取締役会　御中

EY新日本有限責任監査法人
新 潟 事 務 所

　監査意見
　当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、ダイニチ
工業株式会社の２０２５年４月１日から２０２６年３月３１日までの第６３
期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」とい
う。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認
められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び
損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に
準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書
類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が
国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監
査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監
査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表
明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任
は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の
責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の
職務の執行を監視することにある。

計算書類に係る会計監査報告

－ 34 －



2026/05/22 12:59:49 / 25299787_ダイニチ工業株式会社_招集通知_電子提供措置用

計算書類に係る会計監査報告

　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は
含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するも
のではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読
し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が
監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、ま
た、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があ
るかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りが
あると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、
不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示す
るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算
書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般
に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を
開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役
の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書
類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な
保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を
表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与える
と合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従っ
て、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心
を保持して以下を実施する。
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計算書類に係る会計監査報告

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、
重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続
の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十
分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するた
めのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じ
た適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
る。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者に
よって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を
評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切である
かどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑
義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められる
かどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合
は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる
可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認
められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記
事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎
となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、
監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見
事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業
倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると
合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じてい
る場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを
適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書
　当監査等委員会は、2025年４月１日から2026年３月31日までの第63期
事業年度における取締役の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結
果について以下のとおり報告いたします。

１. 監査の方法及びその内容
　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる
事項に関する取締役会決議の内容ならびに当該決議に基づき整備されてい
る体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及
び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意
見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施いたしました。
① 監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部
統制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等から
その職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求
め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務
及び財産の状況を調査いたしました。

② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施している
かを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況
について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監
査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」
（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管
理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受
け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細
書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別
注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。

監査等委員会の監査報告
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監査役会の監査報告

２. 監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況
を正しく示しているものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に
違反する重大な事実は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認
めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容
及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められま
せん。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当
であると認めます。

2026年５月26日
ダイニチ工業株式会社　監査等委員会

常勤監査等委員 中 村 　 亨 ㊞
監査等委員 石 川 佳 代 ㊞
監査等委員 渡 邉 芳 明 ㊞
監査等委員 田 中 悠 馬 ㊞

（注）監査等委員石川佳代、渡邉芳明及び田中悠馬は、会社法第２条第15
号及び第331条第６項に規定する社外取締役であります。

以　上
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地図

株主総会会場ご案内図
会場　新潟県新潟市南区北田中780番地６

本社会議室
電話　(025)362-1101㈹
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交通のご案内
【車でお越しの場合】
　ＪＲ新潟駅より　　　　　長岡方面へ車で約30分
　上越新幹線燕三条駅より　新潟方面へ車で約40分
　黒埼ＩＣより　　　　　　長岡方面へ車で約20分
【路線バスご利用の場合】
　往路：[新潟駅]　Ｗ70Ｄ大野・白根線
　　　　白根・潟東営業所行き　8:12発　→[大通黄金七丁目]9:09着　徒歩５分
　復路：[大通黄金七丁目]　Ｗ70Ｄ大野・白根線
　　　　新潟駅行き　11:27発　→[新潟駅]12:31着


